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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン記録及び再生システムを制御する方法であって、
　リモートコントロール装置又はハンドヘルド表示装置から、前記システムに接続される
大型ディスプレイで表示される第一のグラフィックユーザインタフェースを介して、前記
システムの記憶手段に記録されるべきテレビ番組を示すユーザにより選択された番組情報
、及び前記テレビ番組が記録されるべき１以上の表示フォーマットに関する表示フォーマ
ットの選択情報を前記システムの第一の受信手段により受信するステップと、
　前記ユーザにより選択された番組情報及び前記表示フォーマットの選択情報に応答して
、選択されたテレビ番組を前記システムの第二の受信手段により受信し、前記大型ディス
プレイでの表示のために適合される第一の表示フォーマット、前記ハンドヘルド表示装置
での表示のために適合される第二の表示フォーマット、又は、第一及び第二の表示フォー
マットで前記記憶装置に記憶するステップと、
　前記システムから前記ハンドヘルド表示装置に転送されるべき、前記記憶手段に記憶さ
れているテレビ番組をユーザが選択するのを可能にする第二のグラフィックユーザインタ
フェースを前記大型ディスプレイに表示するステップと、
　ユーザによる同期モードの選択に応答して、前記第二のグラフィックユーザインタフェ
ースを介して選択されたテレビ番組を前記第二の表示フォーマットで前記記憶装置から前
記ハンドヘルド表示装置に転送するステップと、
を備える方法。
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【請求項２】
　テレビスケージュール情報を有する電子番組ガイド（ＥＰＧ）情報を前記システムで生
成するステップと、
　前記ＥＰＧ情報を前記ハンドヘルド表示装置に転送し、前記ハンドヘルド表示装置から
前記記憶手段への記憶のために選択されたテレビ番組を示す番組情報を受信するステップ
と、
　前記番組情報に応答して、前記選択されたテレビ番組を受信して前記記憶手段に記憶す
るステップと、
をさらに備える請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第一のグラフィックユーザインタフェースが前記大型ディスプレイに表示されたと
き、前記選択されたテレビ番組に関連される指定された再生装置を示す情報を前記第一の
グラフィックユーザインタフェースに提供するステップと、
　前記情報に応答して、前記選択されたテレビ番組を受信し、前記第一の表示フォーマッ
ト、前記第二の表示フォーマット、又は、第一及び第二の表示フォーマットで前記記憶手
段に記憶するステップと、
を備える請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記記憶手段に記憶されている番組を前記ハンドヘルド表示装置にユーザが選択的に転
送するのを可能にし、前記ハンドヘルド表示装置から前記記憶手段に番組を選択的に転送
するのを可能にする同期メニューを生成するステップを更に含む、
請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記同期メニューは、ハンドヘルド表示装置に転送されるべき番組に関する、前記ハン
ドヘルド表示装置での視聴状態を提供し、前記ハンドヘルド表示装置が前記システムに接
続されたとき、前記記憶装置から視聴された番組をユーザが選択的に削除するのを可能に
する、
請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記同期メニューは、前記記憶装置に記憶されている番組に関する、前記大型ディスプ
レイでの視聴状態を提供し、前記ハンドヘルド表示装置が前記システムに接続されたとき
、前記ハンドヘルド表示装置から視聴された番組をユーザが選択的に削除するのを可能に
する、
請求項４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオ番組を記録する装置及び方法に関し、より詳細には、ハンドヘルドモ
バイル装置と組み合わせて再生するビデオ番組を記録する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バーソナルビデオレコーダは、関連されるテレビジョンセット、モニタ又は他のディス
プレイに表示されるグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）により、将来の時間で
ブロードキャストされるテレビ番組、又は現在ブロードキャストされているテレビ番組を
ユーザが選択することを可能にし、該選択された番組をハードディスクのような記憶モジ
ュールにデジタル形式で「記録」し、ユーザからの命令に応答して、該記憶されている番
組を該記憶モジュールから検索し、該番組を伸張又はデコードして、関連されるテレビジ
ョンセット又は他の表示装置にビデオ信号を出力することで、該記憶されている番組を「
再生」する。かかる機能を有する装置は、“ＴｉＶｏ”、“ＲｅＰｌａｙ　ＴＶ”、“Ｓ
ｋｙ＋”及び“Ｓｈｏｗｓｔｏｐｐｅｒ”といった登録商標の下で現在販売されている。
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【０００３】
　ビデオプログラム信号は、一般に、ＭＰＥＧ－２のような記憶モジュールに圧縮された
形式で記憶され、該記憶モジュールで利用可能なストレージの効率的な使用を可能にする
。一般に、番組は、単一の圧縮された形式で記憶モジュールに記憶される。この圧縮形式
は、本明細書では「大型表示形式（ｌａｒｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｆｏｒｍａｔ）」と呼
ばれる。これは、標準型テレビジョン受信機又はモニタ、或いは高精細テレビジョン受信
機又はモニタでの表示に最も適している現在利用可能なフォーマットであることによる。
再生の間、圧縮されたオーディオ及びビデオデータは、記憶モジュールから検索され、伸
長され、さらには表示装置での表示のために処理される。
【０００４】
　ＰＶＲ装置は、先に説明された機能を実行する装置であり、ＴＶにインタフェースする
セットトップボックス、又は内部ＰＣカード、或いは記憶のためにＰＣのハードディスク
ドライブ（ＨＤＤ）を使用するＰＣ用の外部インタフェースカードとして今日存在する場
合がある。いずれの場合であっても、現在のＰＶＲ装置は、一般に、従来の大型ディスプ
レイスクリーンでの表示のために適したビデオ信号を供給するために適合される。本明細
書で使用される用語「従来の大型ディスプレイスクリーン」は、テレビジョンセット、又
はデスクトップ又はラップトップシステムを含めたコンピュータシステムと関連される公
知のディスプレイを示している。
【０００５】
　モバイル表示装置（ＭＤＤ）又はパーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）としても知
られており、Ｐａｌｍ社“Ｐｉｌｏｔ”、“Ｃｏｍｐａｑ　ｉＰＡＱ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｐ
Ｃ”ＨＰ社の“Ｊｏｒｎａｄａ”といった登録商標の下で現在利用可能であるハンドヘル
ド装置が一般に使用されている。小型の汎用コンピュータは、ローカルメモリに様々なア
プリケーションを記憶し、ｄｏ　ｌｉｓｔ、住所及び電話番号表、ゲーム等を含んでいる
。現在のところ利用可能なモバイルハンドヘルド装置は、現在入手可能なデスクトップ又
はラップトップコンピュータよりもずっと少ないメモリ容量及び低い処理能力を有してお
り、結果として、デスクトップ又はラップトップコンピュータに比較してビデオ情報を処
理及び表示するための能力において制限されている場合がある。
【０００６】
　また、かかるモバイルハンドヘルド装置は、一般に、現在入手可能なＰＶＲ装置よりも
少ないメモリ容量及び低い処理能力を含んでいる。大型のコンピュータシステムと比較し
た場合、制限されてはいるものの、ハンドヘルド装置分野における最近の発達は、十分な
グラフィックインタフェース、処理能力及びメモリを提供しており、モバイル装置で視聴
される特定のハンドヘルド装置の形式における動画像及びテレビ番組のような、オーディ
オビジュアル作業に関する幾つかの表示を可能にする。
【０００７】
　かかる表示は、一般に、従来のテレビジョンセット、デスクトップコンピュータ又はラ
ップトップコンピュータで得られる解像度及び品質よりも低い解像度及び低い品質からな
る。しかし、ＰＶＲの効果は、多くの理由のため、モバイル装置で十分に利用可能とされ
ていない。モバイル装置は、ケーブル、アンテナ又は衛星から直接ブロードキャストされ
るテレビジョンを受信するために未だ適合されていない。また、現在のＰＶＲに記憶され
ているような圧縮されたビデオファイルは、現在のハンドヘルドでの記憶及び再生のため
に未だ大き過ぎる場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、モバイルハンドヘルド装置のユーザが、ＰＶＲ装置と共にモバイル装置を
容易にかつ便利に使用することを可能にするやり方について、必要性が認識されている。
特に、記録のためにテレビ番組を選択すること、モバイル装置に転送されるテレビ番組及
びモバイル装置から転送されるテレビ番組を選択すること、並びにモバイル装置及び／又
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はＰＶＲから削除されるテレビ番組を選択することのような、ＰＶＲの様々な機能を制御
するため、モバイル装置をユーザが容易に動作することを可能とする装置及び方法を提供
することが必要とされている。
【０００９】
　また、モバイル装置での転送及び再生を容易にするやり方で、ＰＶＲで番組を記録する
装置及び方法を提供することが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の装置及び方法は、説明から明らかとなる他の内容と同様に、先に説明された問
題に対処するものであって以下に説明される。１つの態様において、本発明は、改善され
たＰＶＲを備えている。このＰＶＲは、選択された１つ又は複数の符号化形式で選択され
た番組を記録するため、１以上の符号化形式をユーザが選択することを可能とする。特に
、本発明は、従来の表示形式、モバイル装置形式、又は従来形式とモバイル装置形式の両
者での記録のためにテレビ番組をユーザが選択することを可能とする。
【００１１】
　本発明によるＰＶＲは、ユーザ選択に応答して、１以上の符号化形式で該選択されたテ
レビ番組を記憶装置に記憶する。リモートコントローラ又はモバイル表示装置は、グラフ
ィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）及び電子番組ガイド（ＥＰＧ）を使用して、ＰＶ
Ｒを制御し、ＥＰＧが示す番組がブロードキャストされるようにスケジューリングされる
ことを記録し、該番組が記録される形式、すなわち大型ディスプレイ、モバイル装置又は
その両者を選択するために使用することができる。１つの実施の形態では、番組が進行し
ている間に選択が行われる。本発明のＰＶＲは、大型ディスプレイ形式及びモバイル装置
形式のそれぞれをエンコードする２つの個別のエンコーダを使用して、複数の形式での記
録を提供する。
【００１２】
　選択された番組が、通常ハードディスクであるＰＶＲ記憶装置に保存された後、番組が
検索され、多くのやり方で「再生」される。ユーザは、大型ディスプレイ形式でのテレビ
番組を実行可能なテレビジョンセット又はコンピュータモニタのような関連される表示装
置での視聴のため、記憶されている番組を選択することができる。そのケースでは、本発
明のＰＶＲは、検索及び処理のために大型ディスプレイの符号化フォーマットを自動的に
選択する。
【００１３】
　代替的に、ユーザは、モバイルハンドヘルド表示装置への送出又は送信のため、記憶さ
れている番組を選択することができる。そのケースでは、本発明のＰＶＲは、モバイル装
置への送出のため、モバイル装置のフォーマットを自動的に選択する。ビデオプログラム
を送出するため、ＰＶＲは、無線伝送を介して、又は有線伝送を介してモバイル装置に送
信する場合がある。使用することができる幾つかの可能な無線プロトコルが存在し、この
プロトコルは、デフォルトプロトコル、又はＰＶＲ及びモバイル装置がハンドシェイクプ
ロセスを遂行するときに自動的に確立されるプロトコルである。有線プロトコルについて
、通常、ＰＶＲ及びモバイル装置上のＵＳＢポートを接続することができる。
【００１４】
　モバイル装置は、モバイル装置の形式で番組を記憶することができる。この場合、ＰＶ
Ｒから番組が送信されるか、又は、従来のスプーリングプロセスを使用して、番組がブロ
ードキャストされている間にテレビ番組を再生することができる。番組がモバイル装置の
ストレージに記憶された後、モバイル装置のユーザの都合のよいときに再生することがで
きる。モバイル装置は、無線又は有線のいずれかで、第二のモバイル装置、又はモバイル
装置の形式プログラムを使用することができる別の装置に接続することができ、記憶され
たＴＶ番組は、それらの間で送信することができる。
【００１５】
　大型ディスプレイ又はモバイル表示装置のいずれかでの選択された番組の視聴に続いて
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、本発明による装置は、従来のディスプレイで、モバイル装置で、又はその両者で番組が
視聴されたかを考慮して、ユーザにより選択された削除の基準に基づいて記憶モジュール
から番組を削除する場合がある。たとえば、本発明のＰＶＲは、選択された番組がモバイ
ル装置で完全に視聴されたことが示された場合、又はＰＶＲの記憶モジュールから番組を
削除するため、コマンドがモバイル装置に入力された場合に、モバイル装置のＰＶＲへの
接続に応答して、記憶モジュールから選択された番組を自動的に削除するように構成され
る場合がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、以下の添付図面を参照して記載される。図１を参照して、本発明の好適な実
施の形態に係るパーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）２６が例示されている。このＰＶＲ
２６は、中央処理装置２１を備えており、この中央処理装置は、一般に、ＰＶＲ２６内の
各種構成要素の動作を調整及び制御する。ＰＶＲ２６は、ブロードキャストソース１１か
らのビデオ信号を受信する。このブロードキャストソースは、従来の公知の方法を介して
ＰＶＲ２６に接続されている。このブロードキャストソース１１は、地上波ＴＶ、デジタ
ル地上波ＴＶ、アナログケーブルＴＶ、デジタル衛星、デジタルケーブル、ＤＳＬ、ケー
ブルモデム、ＭＭＤＳ等である。
【００１７】
　受信されたビデオ信号は、チューナコントロール１７を介して同調され、及び受信機１
５を介して処理される。受信機及びビデオ信号処理関連の構成要素の構成、並びにかかる
構成要素を制御するための方法の動作は、よく知られており、詳細には説明されない。ま
た、本発明は、記憶媒体としてハードディスクドライブを利用しているが、限定されるも
のではないが光媒体及び固体メモリを含めて、任意の適切な記憶媒体が使用される場合も
あることを理解されたい。
【００１８】
　ＰＶＲ２６は、グラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）ジェネレータモジュール
１３により、従来の表示装置又はモバイル装置での表示のために適したＧＵＩを生成する
。ＧＵＩジェネレータモジュール１３は、ＰＶＲ２６の様々な動作モードを表示するため
、オンスクリーン・ディスプレイを生成するために使用される場合があり、ユーザが各種
制御コマンドをＰＶＲ２６に入力することを可能にするために使用される場合がある。ま
た、ＧＵＩジェネレータモジュール１３は、当該技術分野で公知のやり方で、電子番組ガ
イド（ＥＰＧ）を生成するために使用される場合もある。
【００１９】
　ユーザは、好適には、リモートコントロール装置１２を使用して、ＴＶモニタ１４での
表示のためにＥＰＧを選択し、次いで、「記録」すべき将来のテレビ番組を選択する。ユ
ーザ選択に応答して、ＰＶＲ２６は、選択されたテレビ番組を自動的に記録するため、特
定の時限で特定のチャネルを同調させる。モバイル装置２５は、本明細書ではハンドヘル
ドＰＤＡとも呼ばれ、携帯式の汎用コンピュータである。この携帯式汎用コンピュータは
、以下に説明される処理を実行するためにプログラムされているか、又はその内部にソフ
トウェアをロードしている。モバイル装置２５には、当該技術分野で公知の方法を使用し
て、プログラムされているか、又は適切なソフトウェアがロードされている場合がある。
【００２０】
　従来のＰＶＲでは、ユーザは、グリッドの周りのハイライト表示を移動し、該ハイライ
トが所望のテレビ番組の周りに位置されたとき、ＥＮＴＥＲ又は類似のコマンドを押下す
ることで、記録すべき番組を選択する。従来のＰＶＲは、また、所定の品質レベルについ
て十分な記憶領域が存在しない場合に、ユーザがある記録品質を選択することを可能にす
るか、また、記録スケジュールにおける可能性のあるコンフリクトをユーザに通知するこ
と可能にするか、また、このコンフリクトをユーザが解決することを可能にする。しかし
、従来のＰＶＲは、意図された視聴装置に基づいてユーザが記録フォーマットを指定する
ことを可能にするものではなく、さらに、それぞれの記録が指定されたフォーマットであ
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る複数の記録をユーザが指定することを可能にするものではない。
【００２１】
　本発明によるＰＶＲ２６は、記憶装置で記録すべきフォーマットをユーザが指定するこ
と、さらに、該記憶装置で記録すべき複数のフォーマットをユーザが選択することを可能
にする。これにより、ユーザは、記録された番組のためのビューイング・プラットフォー
ムを後になって容易に選択することができる。図３には、本発明に係る、番組及びフォー
マットを選択するためのＧＵＩスクリーン３０が例示されており、この図では、スクリー
ン３０は、番組に関連する情報を表示しており、望まれる記録フォーマットのタイプをユ
ーザが選択するための一組のオプションを提供している。特に、ユーザは、従来のディス
プレイでの表示に適した通常のフォーマット、モバイル装置での表示に適したモバイル装
置のフォーマット、及び通常のフォーマットとモバイル装置のフォーマットの両者のうち
の１つを選択する。この選択は、ハイライト表示、セレクタアイコン、又は他の適切な方
法を使用して行われる場合がある。
【００２２】
　選択された番組データが受信されているとき、この番組データは、フレームバッファ１
６に送出され、その後、ユーザにより選択されたフォーマットに依存して、ハンドヘルド
フォーマットエンコーダ１８及び大型ディスプレイエンコーダ１９である２つのエンコー
ダの一方又は両方に送出される。ユーザが通常フォーマットのみを選択した場合、番組デ
ータは、大型ディスプレイエンコーダ１９により圧縮され、従来のディスプレイに関連す
るエンコードされたデータが生成される。ユーザがモバイル装置のフォーマットのみを選
択した場合、番組データはハンドヘルドフォーマットのエンコーダ１８により圧縮され、
モバイル装置に関連するエンコードされたデータが生成される。
【００２３】
　ユーザが通常フォーマット及びハンドヘルドフォーマットの両者を選択した場合、番組
データは大型ディスプレイのエンコーダ１９及びハンドヘルドフォーマットのエンコーダ
１８の両者により処理され、２つの圧縮されたファイルが同時に生成される。この２つの
ファイルは、ＨＤＤ２０に記憶される。ＨＤＤ２０に記憶された２つのフォーマットを有
することで、所望のフォーマットを表示のために容易に検索することができ、及び／又は
検索してモバイル装置に送出することができる。ユーザが、ＨＤＤ２０に記録された番組
を一覧表示するディスプレイ（図示せず）を選択したとき、この一覧表示は、どの記録フ
ォーマットがＨＤＤ２０で利用可能であるかを示している。
【００２４】
　本実施の形態では、大型ディスプレイのエンコーダは、ＭＰＥＧ－２規格に従って番組
データをエンコードし、ハンドヘルドフォーマットのエンコーダ１８は、ＪＶＴ規格に従
って番組データをエンコードする。しかし、所望の表示形式を提供するために記憶及び処
理に適した他の符号化形式が利用される場合があることを理解されたい。モバイル装置の
フォーマット用に使用される圧縮タイプは、任意の適切なフォーマットであるが、大型デ
ィスプレイのフォーマットとは異なる。これは、モバイル装置は、一般に、ＰＶＲ装置に
比べてずっと少ないメモリ容量を有しているためであり、したがって、より低いビットレ
ート及びより低い解像度が必要とされる場合がある。モバイル装置のフォーマットは、一
般に、より低いビットレート及びより低い解像度のディスプレイ向けに最適化されるフォ
ーマットである。適切なフォーマットは、ＭＰＥＧ４，Ｈ．２６Ｌ，ＪＶＴ，Ｈ．２６３
Ａ及びＨ．２６Ｌアルゴリズムを含んでおり、ＪＶＴが最も好ましい。
【００２５】
　代替となる実施の形態では、大型ディスプレイのエンコーダ１９から生成された動きベ
クトルは、小型ディスプレイのエンコーダ１８に入力される。始めに生成された動きベク
トルは、動きサーチ（ｍｏｔｉｏｎ　ｓｅａｒｃｈ）をエンコードするモバイル装置のフ
ォーマットのための開始ポイントを形成する助けとなる。通常、これは、圧縮効率又は品
質における妥協点であるが、より少ない複雑さでの実現という効果を有する。
【００２６】
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　ブロードキャストソース１１からの番組信号がデジタルである別の実施の形態では、到
来するデジタルストリームは、始めにデコードされ、次いで、モバイル表示形式で再符号
化される必要がある。あるケースでは、部分的なデコードのみが実行されて、システムの
複雑さが低減される。しかし、これは、到来するビットストリームからのエレメントを再
使用するため、より低品質のモバイルディスプレイの圧縮となる。
【００２７】
　本発明の実施の形態では、ＰＶＲ２６は、トランスコーダを含んでおり、このトランス
コーダは、ＰＶＲ再生バージョンの番組から、モバイル装置の再生バージョンの番組にコ
ード変換する。このコード変換は、ユーザ要求からオンデマンドで行われるか、モバイル
装置の再生のためにＰＶＲ２６に予め記録されていない番組をモバイル装置２５に転送す
るための要求に応じて自動的に開始される。
【００２８】
　リモートコントロール装置１２又はモバイル装置（パーソナルデジタルアシスタント）
２５のいずれかからのコマンドの受信、及びモバイル装置のＰＶＲ２６への接続に応じて
、ＰＶＲ２６は、ＵＳＢポート２３のような有線接続を介して、或いは、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）又は８０２．１１ｂのような無線プロトコルを使用した無線送信機２４
を介して、モバイル装置用にフォーマットされたエンコードされたファイルをモバイル装
置に送出する。いずれのケースであっても、ＰＶＲ２６とＰＤＡ２５の間にハンドシェイ
ク・プロトコルが生じる。ＰＶＲ２６は、後の時間での視聴のため、ライブストリーミン
グビデオをモバイル装置に送出するか、又はＰＤＡ２５のメモリへの記憶のために完全な
プログラムを送出する場合がある。図４には、ファイル・エクスポート・オプションにつ
いて典型的なＧＵＩが例示されている。利用可能な番組のリストからの番組の選択に応じ
て、スクリーン４０がユーザに提供される場合がある。
【００２９】
　全てのＰＶＲについて慣用であるように、ＰＶＲ２６は、大型ディスプレイのファイル
（この実施の形態ではＭＰＥＧ）をデコードし、ＰＬＡＹオプションのユーザ選択に応答
して、ＴＶモニタ１４での表示のためにデコードされたファイルをフォーマットする。
【００３０】
　ＰＶＲ２６とモバイル装置２５の間の情報を容易かつ便利に同期させるための方法が提
供されることが望まれる。モバイル装置２５は、ＰＶＲ２６による動作を制御することが
できる。これには、どの番組を記録すべきかを選択すること、及び、ＰＶＲ２６のリモー
ト制御装置１２の代理として、ＰＶＲに記憶されているテレビ番組をモバイル装置に転送
することを要求すること等が含まれる。
【００３１】
　たとえば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＡｃｔｉｖｅＳｙｎｃといった同期ソフトウェアは、
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムを使用して、ＷｉｎＣＥ又はＰｏ
ｃｋｅｔＰＣ　ＰＤＡをＰＤＲ用のＷｉｎｄｏｗｓ　ＰＣと同期させるために使用される
。ＰＶＲ２６は、好ましくは、会員ソースから電子番組ガイド（ＥＰＧ）情報を周期的に
ダウンロードし、どの番組を記録するかを選択するため、ＧＵＩアプリケーション１３を
ユーザに提供する。記録のために番組が選択されたとき、番組の品質は、４つの異なる値
から選択される。より高い品質は、記憶容量の増加につながる。
【００３２】
　モバイル装置２５は、電力使用を最小にして、バッテリ寿命を長くするため、様々な異
なるモードで動作することができる。この動作モードは、ＯＦＦ，ＳＴＡＮＤＢＹ，ＴＲ
ＡＮＳＦＥＲ及びＯＮである。ＯＦＦの間、モバイル装置２５は、ＰＶＲ２６と通信せず
、電力を使用しない。ＳＴＡＮＤＢＹモードでは、モバイル装置２５は、少量の電力を使
用し、ＰＶＲ２６からの通信要求に単に傾聴する。ＳＴＡＮＤＢＹモードでは、モバイル
装置２５がＰＶＲ２６からの通信要求を受信したとき、又はモバイル装置２５が無線ＬＡ
Ｎ接続の範囲に入ったことを検出したとき、モバイル装置２５は、ＴＲＡＮＳＦＥＲモー
ドに切り替える。
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【００３３】
　このＴＲＡＮＳＦＥＲモードは、ＳＴＡＮＤＢＹモードよりも多くの電力を消費する。
ＴＲＡＮＳＦＥＲモードでは、ＰＶＲ２６とモバイル装置２５の間でデータが転送される
。インジケータライトは、ＴＲＡＮＳＦＥＲモードで点灯され、データ転送が行われてい
るが、ビデオディスプレイがＯＮにされていないことをユーザに示す。ユーザがモバイル
装置２５と対話しているとき、モバイル装置は、ＯＮモードに切り替えられ、このＯＮモ
ードでは、ディスプレイがＯＮにされる。また、モバイル装置２５がＯＮにされている間
、データ転送が行われる。ハンドヘルド装置２５とＰＶＲ２６の間で転送されるデータタ
イプは、ＰＶＲ２６の動作と同様に、モバイル装置２５及びＰＶＲ２６に関連される同期
情報により制御される場合がある。
【００３４】
　どのテレビ番組を記録するかを選択するため、ユーザがＰＶＲ２６を使用しているとき
、ＥＰＧ情報を与えるＧＵＩアプリケーションを使用して、ＰＶＲ２６を使用する再生の
ため、及び／又はモバイル装置２５での再生のための番組の記録の間でユーザが選択する
能力をＰＶＲ２６は提供する。ＰＶＲ２６は、どの番組が記録のためにスケジュールされ
ているかに関するリストだけでなく、どの番組が記録されたか、及びどのプラットフォー
ムについてであるかに関するリストを記憶する。このリストと、それぞれの番組のための
メタデータが記憶される場合がある。このリストは、エピソード記述、俳優及びディレク
タ名等のような、ＥＰＧからの番組に関する情報を含んでいる。
【００３５】
　ＰＶＲ２６のＧＵＩアプリケーションは、ＰＶＲ２６での再生のためにどの番組を記録
すべきかをユーザが選択することを可能にし、また、できるだけ早く、すなわちモバイル
装置２５がＰＶＲ２６に接続され、番組が記録された直後に、番組をモバイル装置２５に
自動的に転送することをユーザに任意に選択させる。さもなければ、ユーザは、ＰＶＲ２
６からモバイル装置２５へのファイルの転送を手動で要求する。この要求は、ＰＶＲ２６
又はモバイル装置２５のいずれかから始動される。
【００３６】
　また、ＰＶＲ２６のＧＵＩアプリケーションは、モバイル装置のバージョンの番組がモ
バイル装置２５に転送されたときに、該番組をＰＶＲのストレージから削除するかに関す
る選択をユーザに与える。ＰＶＲ２６は、どの番組がモバイル装置２５に現在記憶されて
いるかに関する情報を保持しており、その情報は、ＰＶＲ２６を使用してどの番組を視聴
すべきかを選択しているユーザに与えることができる。ＰＶＲに記憶されたバージョンの
番組がモバイル装置２６に転送されたときに、ＰＶＲ２６がモバイル装置で再生するＰＶ
Ｒに記憶されたバージョンの番組を削除した場合、ＰＶＲ２６又はモバイル装置のいずれ
かは、それらが次に接続されたとき、該番組を複製することを選択してモバイル装置２５
からＰＶＲ２６に送ることができる。同時に、モバイル装置のストレージから該番組を削
除して、より多くの番組のための負担を軽くする。
【００３７】
　モバイル装置２５は、ＧＵＩアプリケーションを含んでおり、このアプリケーションは
、モバイル装置２５に記憶されているオーディオ／ビデオのなかから、オーディオ／ビデ
オをデコードして表示することを含めて、どの番組を再生するかをユーザが選択すること
を可能にする。ＰＶＲ２６とモバイル装置２５が接続されたとき、どの番組をＰＶＲ２６
が記憶しているかに関するＰＶＲ２６のリスト、及びどの番組が記録のためにスケジュー
ルされているかに関するＰＶＲ２６のリストがモバイル装置２５に転送される。モバイル
装置２５のＧＵＩアプリケーションは、このリストをユーザが見ることを可能にし、モバ
イル装置２５とＰＶＲ２６が現在接続されているか否かを知ることを可能にする。
【００３８】
　モバイル装置２５とＰＶＲ２６が接続されている間、モバイル装置２５のアプリケーシ
ョンは、ＰＶＲ２６からモバイル装置２５にユーザが番組を即時に転送することを可能に
する。モバイル装置２５とＰＶＲ２６が接続されていない場合、アプリケーションは、次
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に両者が接続されたとき、モバイル装置２５に複製すべき所望の番組をユーザが選択する
ことを可能にする。ＰＶＲ２６での記録のためにスケジュールされる番組であって、未だ
記憶されていない番組は、モバイル装置２５への転送のために選択される。スケジュール
された記録が行われた後、次にＰＶＲ２６及びモバイル装置２５が接続されたときに転送
が行われる。
【００３９】
　ＰＶＲ２６又はモバイル装置２５のアプリケーションのいずれかから、モバイル装置へ
の自動的な転送のために予め選択されていた番組が記録されている間、モバイル装置２５
がＰＶＲ２６に接続された場合、モバイル装置の再生バージョンの番組の転送は、この番
組の記録が完了する前に開始される。接続帯域幅が十分に広い場合、データの転送が一度
に行われ、モバイル装置のバッテリ寿命を節約することができる。たとえば、５００ｋｂ
ｐｓで圧縮されたビデオを２Ｍｂｐｓのリンクを通して転送することについて、４分毎に
データが１分間転送され、他の３分の間、モバイル装置２５はスタンバイモードに入る。
【００４０】
　ある番組がモバイル装置２５で視聴された後、次にこれらの装置が接続されたとき、こ
の番組をモバイル装置２５から削除すべきかに関する選択、及びモバイル装置のバージョ
ンの番組及び／又はＰＶＲバージョンの番組をＰＶＲ２６から削除すべきかに関する選択
がユーザに与えられる。ある番組がＰＶＲ２６で完全に視聴された後、以下の記憶された
バージョンの一部又は全部を削除すべきかに関する選択がユーザに与えられる。ＰＶＲ２
６に記憶されたＰＶＲバージョン、ＰＶＲ２６に記憶されたモバイル装置のバージョン、
及びモバイル装置２５に記憶されたモバイル装置のバージョン。最後のバージョンの削除
は、次にＰＶＲ２６とモバイル装置２５が接続されたときに行われる。たとえば、ユーザ
は、ＰＶＲとモバイル装置の両者での再生のため、どのバージョンが視聴されるかを前も
って知ることなしに、ある番組を記録することを決定する場合がある。ユーザがその番組
を一旦視聴したとき、ＰＶＲ２６を使用しようと、又はモバイル装置２５を使用しようと
、ユーザは、全てのバージョンの番組を削除することを望む場合がある。
【００４１】
　本発明の別の実施の形態では、モバイル装置２５がＰＶＲ２６に接続されたときに、Ｅ
ＰＧデータがモバイル装置２５にダウンロードされる。ＥＰＧデータは、テレビ番組名、
開始及び停止時間、チャネル、番組記述、俳優及びディレクタ名等を含んでいる場合があ
る。モバイル装置２５は、ユーザがどの番組をＰＶＲ２６に記録すべきかを選択するため
のＧＵＩアプリケーションを提供する。モバイル装置２５及びＰＶＲ２６が次に接続され
たとき、選択された番組に関する情報がＰＶＲ２６に転送される。ＰＶＲ２６は、選択さ
れた番組のリストを受信し、該リストを記録すべき番組に関する既存のスケジュールとマ
ージする。
【００４２】
　ＰＶＲ２６は、１を超えるモバイル装置に番組を転送し、該１を超えるモバイル装置か
ら番組を転送する。また、モバイル装置は、任意のタイプの有線又は無線接続を使用して
、別の複数の装置に番組を転送し、該別の複数の装置から番組を転送する。
【００４３】
　同期の間、ＰＶＲ２６に記憶されている番組のリストを含み、意図されたプラットフォ
ームでの、ＰＶＲ２６に記録すべきスケジュールされた番組のリストを含み、意図された
プラットフォームでの、圧縮されたオーディオ／ビデオテレビ番組、バッチ処理される圧
縮された番組及びＥＰＧを含んだデータがＰＶＲ２６からモバイル装置２５に転送される
。また、どの番組をモバイル装置２５に転送すべきか、利用可能なときにモバイル装置２
５に転送するために番組を記録するためにどの番組がスケジュールされているか、どの番
組がモバイル装置２５で視聴されたか、どの番組をＰＶＲ２６で削除するか、ＰＶＲ２６
のストレージに返すために圧縮されたオーディオ／ビデオテレビ番組、及びどの番組をＰ
ＶＲ２６に記録するかを含んだデータがモバイル装置２５からＰＶＲ２６に転送される。
【００４４】
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　ＰＶＲ機能は、ＥＰＧ情報を検索すること、ＧＵＩアプリケーションにおいてＥＰＧを
提供すること、意図されたＰＶＲ再生及び／又はモバイル装置の再生（ｈｉ　ｒｅｓ及び
ｌｏｗ　ｒｅｓ）の選択により、記録すべき番組を選択するためのＧＵＩアプリケーショ
ンを生成すること、スケジュールに基づいて記録を開始すること、（モバイル装置への転
送の前又は間に）ｈｉ　ｒｅｓからｌｏｗ　ｒｅｓへのオンデマンドのコード変換を可能
にすること、モバイル装置に転送するために番組を選択するＧＵＩアプリケーションを生
成すること、転送されたときに番組を記録すること、又は転送されたときにＰＶＲ２６か
ら削除するためのデフォルトを記録すること、モバイル装置２５がそこで視聴されたこと
を示すとき、解像度ファイルのいずれか一方又は両方を削除すること、転送をスケジュー
リングすることを含んでいる。
【００４５】
　モバイル装置の機能は、ＰＶＲ２６から番組及びＥＰＧデータを受信すること、視聴す
る番組を選択するＧＵＩを生成すること、ビデオデコーダ／再生、視聴されるときに番組
を記録し、視聴されないが何か他にコピーすることを望む場合に選択的にコピーしてＰＶ
Ｒ２６に送り、ＰＶＲ２６から削除すること、接続されたときにＰＶＲ２６と同期される
記録する番組のＥＰＧ表示及び選択、ＰＶＲ２６で実際に行われる記録、番組がＰＶＲ２
６であるとしても（又は、ＰＶＲであるとスケジュールされたとしても）どの番組を次に
視聴したいかに関する選択、ＰＶＲ２６になお記憶されているかに部分的に基づくモバイ
ル装置のための特別の削除ルールを含んでいる。
【００４６】
　図２を参照して、処理は、ステップ２７で開始されるように例示されている。ここでは
、ＰＶＲ２６は、ステップ２８で、大型ディスプレイＴＶでＥＰＧを生成し、ステップ２
９で、特定の又はデフォルトのブロードキャストソース１１から選択された番組を記録す
るため、リモートコントロール装置１２又はモバイル装置２５からコマンドを受信し、ス
テップ３０で、ＧＵＩ３０に記録フォーマットのオプションリストを生成し（すなわち、
「ＴＶ」フォーマット、ＰＤＡフォーマット又は両者）、ステップ３１で、大型ディスプ
レイおフォーマット又はモバイル装置のフォーマットで選択された番組を記録するため、
リモートコントロール装置１２（又はＰＤＡ）からのコマンドを受信し、ステップ３２で
、ブロードキャストソースからの番組を受信するため、スケジュールされた時間でＴＶチ
ャネルを同調させ、ステップ３３で、該番組を両方のフォーマットでＨＤＤに記憶する。
【００４７】
　モバイル装置２５に番組を送出することをユーザが選択したとき、ステップ３４で、Ｐ
ＶＲ２６の無線送信機を通した無線プロトコルを介して、又は有線プロトコル送信機にお
けるＵＳＢポートを通して、モバイル装置のフォーマットでエンコードされたファイルを
送出するため、モバイル装置２５又はリモートコントロール装置１２のいずれかからコマ
ンドが受信される。ステップ３５で、このファイルが転送された後、ステップ３６で、処
理が終了される。次いで、ユーザにより選択されたとき、モバイル装置２５又はディスプ
レイ１４のいずれかで、この番組データが処理されて表示され、その後、先に説明された
ようにユーザにより行われる選択に基づいて所望とされるように削除される。
【００４８】
　先に説明された処理は、当業者に公知のソフトウェア及びプログラミング技術を使用し
て実現される場合がある。
【００４９】
　　本発明に対する様々な変更、及び本発明の実施の形態に対する代替となる実施の形態
は、上述の説明の観点で当業者にとって明らかであろう。たとえば、本実施の形態は、従
来のディスプレイ及びモバイル装置のディスプレイのためのフォーマットでの記録を説明
しているが、かかるフォーマット及びプラットフォームが利用可能となるときに、他のプ
ラットフォームのための他のフォーマットを含む場合があることを理解されたい。したが
って、この説明は、例示するものとして解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
形態を当業者に教示することを目的としている。構成の詳細は、本発明の精神から逸脱す
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ることなしに、実質的に変更される場合があり、特許請求の範囲に含まれる全ての変更の
排他的な使用が保有される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明によるＰＶＲの実施の形態に関するブロック図である。
【図２】本発明による実施の形態の方法に関するフローチャートである。
【図３】記録される選択されたテレビ番組のフォーマットのオプションを示すグラフィカ
ルユーザインタフェースのスクリーンである。
【図４】無線プロトコル又は有線接続を介して、モバイル装置への信号送出を示すグラフ
ィカルユーザインタフェースのスクリーンである。

【図１】 【図２】
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